
昭
和
二
十
九
年
農
林
省
令
第
五
十
一
号

酪
農
及
び
肉
用
牛
生
産
の
振
興
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則

酪
農
振
興
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）

に
基
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
酪
農
振
興
法
施

行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
生
乳
の
処
理
の
方
法
）

第
一
条
　
酪
農
及
び
肉
用
牛
生
産
の
振
興
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
農
林
水
産

省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
ろヽ
布
、
清
浄
機
等
を
用
い
て
不
純
物
を
除
去
す
る

こ
と
。

二
　
蒸
発
釜
を
用
い
な
い
で
加
熱
し
て
殺
菌
す
る
こ

と
。

（
都
道
府
県
計
画
に
係
る
協
議
の
手
続
）

第
二
条
　
法
第
二
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水

産
大
臣
に
協
議
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
協
議

書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
説
明
書
を
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
農
業
の
概
況

二
　
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
乳
牛
及
び
肉
用
牛
の
飼

養
の
状
況
、
生
乳
及
び
肉
用
牛
の
生
産
及
び
流
通
の

状
況
並
び
に
飼
料
の
生
産
の
状
況

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
二
条
の
三
第
五
項
後
段
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

計
画
の
変
更
に
つ
い
て
協
議
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
準

用
す
る
。

（
市
町
村
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
の

基
準
）

第
二
条
の
二
　
法
第
二
条
の
四
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令

で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
乳
牛
又
は
肉
用
牛
の
飼
養
頭
数
に
つ
い
て
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
又
は
当
該
市
町
村
の
区
域

内
に
お
け
る
自
給
飼
料
の
生
産
数
量
の
増
加
及
び
乳

牛
若
し
く
は
肉
用
牛
の
導
入
に
関
す
る
具
体
的
計
画

に
基
づ
き
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
見
込
み
が
確

実
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
酪
農
及
び
肉
用
牛
生
産
に
関
す
る
事
項
を
そ
の

内
容
と
す
る
市
町
村
計
画
を
作
成
す
る
市
町
村
に

あ
つ
て
は
、
乳
牛
の
飼
養
頭
数
が
お
お
む
ね
三
百

頭
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
肉
用
牛
の
飼
養
頭
数
が

お
お
む
ね
百
五
十
頭
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
酪
農
に
関
す
る
事
項
を
そ
の
内
容
と
す
る
市
町

村
計
画
を
作
成
す
る
市
町
村
（
イ
の
市
町
村
を
除

く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
乳
牛
の
飼
養
頭
数
が
お
お

む
ね
三
百
頭
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
肉
用
牛
生
産
に
関
す
る
事
項
を
そ
の
内
容
と
す

る
市
町
村
計
画
を
作
成
す
る
市
町
村
（
イ
の
市
町

村
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
肉
用
牛
の
飼
養
頭

数
が
お
お
む
ね
五
百
頭
以
上
で
あ
る
か
、
又
は
肉

用
牛
の
雌
の
う
ち
繁
殖
の
用
に
供
す
る
目
的
で
飼

養
さ
れ
る
も
の
の
飼
養
頭
数
が
お
お
む
ね
二
百
頭

以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
乳
牛
又
は
肉
用
牛
の
飼
養
密
度
に
つ
い
て
は
、
当

該
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
酪
農
経
営
又
は
肉
用

牛
経
営
を
営
む
者
の
総
数
（
前
号
ロ
の
市
町
村
に
あ

つ
て
は
、
酪
農
経
営
を
営
む
者
の
数
と
し
、
前
号
ハ

の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
肉
用
牛
経
営
を
営
む
者
の

数
と
す
る
。
）
を
そ
の
区
域
内
に
お
い
て
耕
作
又
は

養
畜
の
事
業
を
行
う
者
の
総
数
で
除
し
て
得
た
数

（
以
下
「
市
町
村
飼
養
密
度
」
と
い
う
。
）
が
〇
・
〇

一
以
上
で
あ
り
、
又
は
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
お

け
る
自
給
飼
料
の
生
産
数
量
の
増
加
及
び
乳
牛
若
し

く
は
肉
用
牛
の
導
入
に
関
す
る
具
体
的
計
画
に
基
づ

き
市
町
村
飼
養
密
度
が
〇
・
〇
一
以
上
に
達
す
る
見

込
み
が
確
実
で
あ
る
こ
と
。

三
　
農
用
地
等
の
利
用
に
関
す
る
条
件
に
つ
い
て
は
、

当
該
市
町
村
の
区
域
内
の
飼
料
作
物
の
作
付
地
の
面

積
に
野
草
地
（
草
地
で
あ
つ
て
飼
料
作
物
の
作
付
地

以
外
の
も
の
を
い
う
。
）
及
び
林
間
放
牧
地
（
木
竹

の
生
育
に
供
さ
れ
、
併
せ
て
養
畜
の
業
務
の
た
め
の

採
草
又
は
放
牧
の
目
的
に
供
さ
れ
る
土
地
を
い
う
。
）

の
面
積
に
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
面
積
を
加
え
て

得
た
面
積
（
以
下
「
飼
料
供
給
地
面
積
」
と
い
う
。
）

を
そ
の
区
域
内
の
乳
牛
及
び
肉
用
牛
の
飼
養
頭
数
に

つ
き
牛
の
区
分
に
応
じ
次
の
方
法
に
よ
り
換
算
し
て

得
た
飼
養
頭
数
（
以
下
「
換
算
飼
養
頭
数
」
と
い

う
。
）
で
除
し
て
得
た
面
積
が
、
当
該
市
町
村
の
区

域
の
属
す
る
都
道
府
県
の
区
域
内
の
飼
料
供
給
地
面

積
を
そ
の
区
域
内
の
換
算
飼
養
頭
数
で
除
し
て
得
た

面
積
（
そ
の
面
積
が
十
九
ア
ー
ル
（
北
海
道
に
あ
つ

て
は
、
五
十
ア
ー
ル
）
を
超
え
る
と
き
は
十
九
ア
ー

ル
（
北
海
道
に
あ
つ
て
は
、
五
十
ア
ー
ル
）
と
し
、

九
ア
ー
ル
（
北
海
道
に
あ
つ
て
は
、
二
十
五
ア
ー

ル
）
未
満
の
と
き
は
九
ア
ー
ル
（
北
海
道
に
あ
つ
て

は
、
二
十
五
ア
ー
ル
）
と
す
る
。
以
下
「
都
道
府
県

牛
一
頭
当
た
り
飼
料
供
給
地
面
積
」
と
い
う
。
）
以

上
で
あ
り
、
又
は
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
お
け
る

農
用
地
の
造
成
若
し
く
は
改
良
若
し
く
は
農
用
地
の

利
用
の
増
進
に
関
す
る
具
体
的
計
画
に
基
づ
き
都
道

府
県
牛
一
頭
当
た
り
飼
料
供
給
地
面
積
に
達
す
る
見

込
み
が
確
実
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
乳
牛
に
あ
つ
て
は
、
一
頭
に
つ
き
一
頭
と
す
る

方
法

ロ
　
肉
用
牛
の
雌
の
う
ち
繁
殖
の
用
に
供
す
る
目
的

で
飼
養
さ
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
頭
に
つ
き

〇
・
七
頭
と
す
る
方
法

ハ
　
肉
用
牛
（
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ

つ
て
は
、
一
頭
に
つ
き
〇
・
一
頭
と
す
る
方
法

四
　
第
一
号
イ
及
び
ロ
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
生
乳

の
販
売
に
関
す
る
条
件
に
つ
い
て
は
、
農
業
協
同
組

合
又
は
農
業
協
同
組
合
連
合
会
が
当
該
市
町
村
の
区

域
内
で
生
産
さ
れ
る
生
乳
に
係
る
生
乳
等
取
引
契
約

（
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
生
乳
等
取
引
契

約
を
い
う
。
）
に
お
い
て
そ
の
生
乳
の
供
給
者
た
る

当
事
者
で
あ
る
か
、
又
は
そ
の
生
乳
の
供
給
者
た
る

当
事
者
と
な
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
こ
と
。

五
　
第
一
号
イ
及
び
ハ
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
肉
用

牛
の
出
荷
に
関
す
る
条
件
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町

村
の
区
域
内
で
飼
養
さ
れ
る
肉
用
牛
の
出
荷
が
、
共

同
出
荷
組
織
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
か
、
若
し
く
は

出
荷
先
、
出
荷
方
法
等
か
ら
み
て
合
理
的
か
つ
計
画

的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
又
は
こ
れ
ら
の
見
込
み
が

確
実
で
あ
る
こ
と
。

（
市
町
村
計
画
に
係
る
協
議
の
手
続
）

第
二
条
の
三
　
法
第
二
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
二
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知

事
に
協
議
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
協
議
書
に

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
説
明
書
を
添
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
市
町
村
に
お
け
る
農
業
の
概
況

二
　
当
該
市
町
村
に
お
け
る
乳
牛
及
び
肉
用
牛
の
飼
養

の
状
況
、
生
乳
及
び
肉
用
牛
の
生
産
及
び
流
通
の
状

況
並
び
に
飼
料
の
生
産
の
状
況

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
二
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
二
条
の
三
第
五
項
後
段
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
計
画
の
変
更

に
つ
い
て
協
議
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

（
経
営
改
善
計
画
の
記
載
事
項
）

第
二
条
の
四
　
法
第
二
条
の
五
の
経
営
改
善
計
画
に
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
酪
農
経
営
又
は
肉
用
牛
経
営
の
現
状
及
び
そ
の
改

善
の
目
標

二
　
酪
農
経
営
又
は
肉
用
牛
経
営
を
改
善
す
る
た
め
に

と
る
べ
き
措
置

三
　
前
号
の
措
置
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
資
金
の
額

及
び
調
達
方
法

四
　
前
号
の
資
金
の
う
ち
借
入
れ
を
必
要
と
す
る
も
の

が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
資
金
の
額
並
び
に
そ
の
使
用

計
画
及
び
償
還
計
画

（
経
営
改
善
計
画
の
認
定
基
準
）

第
二
条
の
五
　
法
第
二
条
の
五
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
経
営
改
善
計
画
が
市
町
村
計
画
の
内
容
に
照

ら
し
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
経
営
改
善
計
画
が
適
正
に
作
成
さ
れ
て
お

り
、
か
つ
、
申
請
者
が
こ
れ
を
達
成
す
る
見
込
み
が

確
実
で
あ
る
こ
と
。

三
　
当
該
経
営
改
善
計
画
に
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融

公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
か
ら
借
入
れ
を

必
要
と
す
る
資
金
の
額
及
び
計
画
が
記
載
さ
れ
て
い

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
借
入
れ
が
必
要
で
あ
つ

て
、
他
に
適
当
な
方
法
が
な
い
こ
と
。

（
集
約
酪
農
地
域
の
申
請
）

第
三
条
　
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
を
提

出
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
そ
の
区
域
内
の
農
業
の
発
達
を
図
る
た
め
酪
農
を

振
興
す
る
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
理
由
及
び
そ

の
区
域
を
生
乳
の
円
滑
な
供
給
に
資
す
る
た
め
生
乳

の
濃
密
生
産
団
地
と
し
て
形
成
す
る
こ
と
が
必
要
と

認
め
ら
れ
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面

二
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
現
況
説
明
書

イ
　
当
該
区
域
の
気
象
、
地
勢
、
土
壌
及
び
交
通
の

状
況
並
び
に
当
該
区
域
に
お
け
る
乳
業
の
概
況

ロ
　
当
該
区
域
に
お
い
て
酪
農
経
営
を
営
む
者
の

数
、
当
該
区
域
内
の
乳
牛
の
飼
養
頭
数
、
当
該
区

域
内
の
乳
牛
の
飼
料
に
供
す
る
飼
料
作
物
の
作
付

地
の
面
積
、
野
草
地
の
面
積
そ
の
他
農
用
地
の
利

用
状
況
、
当
該
区
域
内
の
生
乳
の
生
産
数
量
、
当

該
区
域
内
で
生
産
さ
れ
る
生
乳
に
つ
い
て
の
集
乳

の
中
心
と
な
る
べ
き
集
乳
施
設
又
は
乳
業
施
設
か

ら
最
も
遠
い
場
所
で
酪
農
経
営
を
営
む
者
の
住
所

に
お
い
て
生
産
さ
れ
る
生
乳
を
当
該
集
乳
施
設
又

は
乳
業
施
設
へ
輸
送
す
る
た
め
に
要
す
る
時
間
、

当
該
区
域
に
お
け
る
集
乳
組
織
の
概
要
そ
の
他
当

該
区
域
に
お
け
る
酪
農
の
概
況

三
　
そ
の
区
域
内
の
地
勢
、
農
用
地
の
分
布
状
況
、
交

通
状
況
、
酪
農
事
業
施
設
の
分
布
状
況
及
び
集
乳
の

経
路
の
概
要
を
示
す
図
面

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
を
提
出

す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

（
集
約
酪
農
振
興
計
画
の
作
成
又
は
変
更
の
手
続
）

第
四
条
　
都
道
府
県
知
事
が
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
市
町
村
、
農
業
協
同
組
合
、
農
業
協
同
組
合
連
合

会
及
び
乳
業
を
行
う
者
の
意
見
を
聞
く
に
は
、
定
め
よ

1



う
と
す
る
集
約
酪
農
振
興
計
画
の
案
の
概
要
又
は
集
約

酪
農
振
興
計
画
の
変
更
の
概
要
及
び
こ
れ
に
対
す
る
意

見
の
提
出
期
限
を
記
載
し
た
文
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
集
約
酪
農
振
興
計
画
の
変
更
）

第
五
条
　
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
は
、
当
該
集
約
酪
農
振
興
計
画
の
変
更
に
係

る
部
分
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
草
地
の
形
質
変
更
の
届
出
）

第
六
条
　
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
当
該
行
為

に
着
手
す
る
日
の
一
箇
月
前
ま
で
に
（
天
災
地
変
そ
の

他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
急
施
を
要
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
行
為
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
た
後
遅

滞
な
く
）
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を

当
該
草
地
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提

出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
行
為
に
係
る
草
地
の
所
在
地
及
び
面
積

二
　
行
為
の
内
容

三
　
行
為
の
開
始
及
び
完
了
の
予
定
時
期

四
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
酪
農
事
業
施
設
の
設
置
の
承
認
申
請
）

第
七
条
　
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請

は
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
当
該
酪
農
事

業
施
設
の
設
置
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提

出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
集
約
酪
農
地
域
の
区
域
内
の
酪
農
事
業
施
設
の
届
出
）

第
八
条
　
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
第

二
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
当
該
酪
農
事
業
施
設
の
設

置
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
施
設
の
変
更
）

第
九
条
　
法
第
十
二
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
変
更
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
に
つ
い
て

の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
設
備
の
設
置
、
更
新
、
改
造

又
は
廃
止
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
酪
農
事
業
施
設
を

酪
農
事
業
施
設
以
外
の
集
乳
施
設
又
は
乳
業
施
設
に
す

る
変
更
そ
の
他
そ
の
区
域
に
お
け
る
集
乳
及
び
乳
業
の

合
理
化
そ
の
他
酪
農
の
振
興
を
図
る
上
で
支
障
を
生
ず

る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め

る
変
更
を
除
く
。

施
設

設
備

集
乳
所

貯
乳
槽
、
冷
凍
機
械
、
ク
リ
ー
ム
分
離
機

又
は
牛
乳
濃
縮
機

飲
用
牛
乳
用

処
理
施
設

貯
乳
槽
、
冷
却
設
備
、
牛
乳
殺
菌
機
、
びヽ

んヽ
詰
機
又
は
冷
蔵
庫

ク
リ
ー
ム
及

び
脱
脂
乳
製

造
施
設

貯
乳
槽
、
ク
リ
ー
ム
分
離
機
、
冷
却
設
備

又
は
冷
蔵
庫

バ
タ
ー
製
造

施
設

貯
乳
槽
、
ク
リ
ー
ム
分
離
機
、
チ
ヤ
ー

ン
、
連
続
式
バ
タ
ー
製
造
機
又
は
冷
蔵
庫

チ
ー
ズ
製
造

施
設

貯
乳
槽
、
チ
ー
ズ
パ
ツ
ト
、
プ
ロ
セ
ス
チ

ー
ズ
製
造
用
溶
融
釜
又
は
熟
成
室

れヽ
んヽ
乳

製

造

施
設

貯
乳
槽
、
荒
煮
機
、
濃
縮
機
、
れヽ
んヽ
乳
冷

却
機
又
は
無
糖
れヽ
んヽ
乳
用
滅
菌
機

粉
乳
製
造
施

設

貯
乳
槽
、
荒
煮
機
、
牛
乳
濃
縮
機
又
は
乾

燥
機

（
酪
農
事
業
施
設
の
変
更
の
承
認
申
請
）

第
十
条
　
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申

請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該

酪
農
事
業
施
設
の
設
置
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知

事
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
設
備
の
種
類
、
型
式
、
能
力

又
は
数

二
　
変
更
の
内
容

三
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
指
定
地
域
の
区
域
内
の
酪
農
事
業
施
設
の
届
出
）

第
十
条
の
二
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

は
、
当
該
酪
農
事
業
施
設
の
設
置
又
は
変
更
に
着
手
す

る
日
の
一
箇
月
前
ま
で
に
、
別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る

届
出
書
正
副
二
通
を
、
当
該
酪
農
事
業
施
設
の
設
置
場

所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
八
条
の
規
定
は
、
法
第
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

（
事
業
の
休
止
期
間
）

第
十
一
条
　
法
第
十
四
条
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
一

定
期
間
は
、
一
箇
月
と
す
る
。

（
事
業
の
開
始
等
の
届
出
）

第
十
二
条
　
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
そ
の

酪
農
事
業
施
設
に
つ
き
、
そ
の
事
業
を
開
始
し
、
又
は

廃
止
し
、
若
し
く
は
休
止
す
る
一
箇
月
前
ま
で
に
（
天

災
地
変
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
休
止
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
由
が
発
生
し
た
後
遅
滞
な

く
）
、
届
出
書
を
当
該
施
設
の
設
置
場
所
を
管
轄
す
る

都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
生
乳
等
取
引
契
約
書
の
届
出
）

第
十
三
条
　
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の

提
出
は
、
生
乳
等
取
引
契
約
を
結
び
、
又
は
変
更
し
た

後
遅
滞
な
く
、
生
乳
等
の
供
給
者
で
あ
る
当
事
者
の
住

所
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
生
乳
等
の
供

給
者
で
あ
る
当
事
者
が
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
の

全
部
又
は
一
部
を
そ
の
地
区
の
全
部
又
は
一
部
と
す
る

農
業
協
同
組
合
又
は
農
業
協
同
組
合
連
合
会
で
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
生
乳
等
の
生
産
者
の
住
所
地
を
管
轄
す

る
都
道
府
県
知
事
）
に
対
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
売
買
価
格
等
の
約
定
の
事
前
申
出
期
間
）

第
十
三
条
の
二
　
法
第
十
九
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令

で
定
め
る
一
定
期
間
は
、
一
箇
月
と
す
る
。

（
契
約
の
更
新
等
の
事
前
申
出
期
間
）

第
十
三
条
の
三
　
法
第
十
九
条
の
二
の
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
一
定
期
間
は
、
一
箇
月
と
す
る
。

（
組
合
等
が
当
事
者
と
な
る
契
約
等
の
交
渉
）

第
十
三
条
の
四
　
法
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
生
乳
等

取
引
契
約
又
は
生
乳
等
取
引
契
約
に
関
す
る
団
体
協
約

の
締
結
又
は
変
更
の
た
め
の
交
渉
の
申
込
は
、
そ
の
交

渉
を
し
よ
う
と
す
る
日
の
三
日
前
ま
で
に
、
そ
の
交
渉

を
し
よ
う
と
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
送
付
し
て

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
協
力
の
請
求
）

第
十
四
条
　
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
力

の
請
求
は
、
請
求
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

書
面
を
添
え
、
こ
れ
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
て
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
件
の
内
容

二
　
協
力
の
内
容

三
　
協
力
を
求
め
る
理
由

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
）

第
十
五
条
　
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
証
明
書
の
様
式

は
、
別
記
第
四
号
様
式
の
通
り
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
十
六
条
　
法
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
法
第
四
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
条

第
一
項
、
第
五
条
、
第
六
条
並
び
に
第
二
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
農

政
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る

権
限
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と

を
妨
げ
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
五
月
三
〇
日
農
林
省
令

第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
九
月
三
〇
日
農
林
省
令

第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
酪
農
振
興
法
及
び
土
地
改
良
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
十
一

号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
年
十
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
六
月
四
日
農
林
省
令
第

二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
農
林
省
令
第

四
九
号
）
　
抄

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
九
月
二
一
日
農
林
水
産

省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
〇
月
七
日
農
林
水
産

省
令
第
四
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
酪
農
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
昭
和
五
十
八
年
十
月
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
六
月
六
日
農
林
水
産
省
令

第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
四
月
一
日
農
林
水
産
省
令

第
一
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
肥
料
取
締
法
施
行
規

則
、
植
物
防
疫
法
施
行
規
則
、
農
薬
取
締
法
施
行
規

則
、
繭
糸
価
格
安
定
法
施
行
規
則
、
繭
検
定
規
則
、
農

業
機
械
化
促
進
法
施
行
規
則
、
大
豆
な
た
ね
交
付
金
暫

定
措
置
法
施
行
規
則
、
生
糸
検
査
規
則
、
家
畜
改
良
増

殖
法
施
行
規
則
、
犬
の
輸
出
入
検
疫
規
則
、
家
畜
伝
染

病
予
防
法
施
行
規
則
、
酪
農
及
び
肉
用
牛
生
産
の
振
興

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
家
畜
取
引
法
施
行
規
則
、

動
物
用
医
薬
品
等
取
締
規
則
、
家
畜
商
法
施
行
規
則
、

牛
及
び
豚
の
う
ち
純
粋
種
の
繁
殖
用
の
も
の
並
び
に
暫

定
税
率
を
適
用
し
な
い
馬
の
証
明
書
の
発
給
に
関
す
る

省
令
、
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
、
卸
売
市
場
法
施
行
規
則
、
農
林

水
産
省
関
係
研
究
交
流
促
進
法
施
行
規
則
、
食
糧
管
理

法
施
行
規
則
、
林
業
種
苗
法
施
行
規
則
、
漁
船
法
施
行

規
則
、
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省

令
、
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
漁
業
に
関
す
る
協

定
第
二
条
の
共
同
規
制
水
域
等
に
お
け
る
さ
ば
つ
り
漁

業
及
び
沿
岸
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
、
北
太

平
洋
の
海
域
に
お
け
る
ず
わ
い
が
に
等
漁
業
の
取
締
り

に
関
す
る
省
令
、
い
か
つ
り
漁
業
の
取
締
り
に
関
す
る

省
令
、
ず
わ
い
が
に
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省

令
、
北
太
平
洋
の
海
域
に
お
け
る
つ
ぶ
漁
業
の
取
締
り

に
関
す
る
省
令
、
大
西
洋
の
海
域
に
お
け
る
は
え
な
わ

等
漁
業
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
、
か
じ
き
等
流
し
網
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漁
業
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
、
い
か
流
し
網
漁
業
の

取
締
り
に
関
す
る
省
令
、
黄
海
及
び
東
支
那
海
の
海
域

に
お
け
る
ふ
ぐ
は
え
な
わ
漁
業
の
取
締
り
に
関
す
る
省

令
、
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令

及
び
小
型
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
の
取
締
り
に
関
す
る
省

令
（
以
下
「
関
係
省
令
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
様

式
に
よ
る
書
面
は
、
平
成
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
は
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
平
成
六
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
使
用
さ
れ
た
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
前
の
関
係
省
令
に
規
定
す
る
様
式
に

よ
る
書
面
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
関
係
省
令

に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
月
三
一
日
農
林
水
産

省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
日
農
林
水
産
省

令
第
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
四
月
一
二
日
農
林
水
産

省
令
第
四
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
酪
農
及
び
肉
用
牛
生
産
の
振
興
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
別
記
第
四
号
様
式
（
次
項
に
お
い
て

「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類

は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
酪
農
及
び
肉
用
牛
生

産
の
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
記
第
四
号
様
式

に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
り
調

製
し
た
用
紙
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
当

分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
三
〇
日
農
林
水
産

省
令
第
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
八
月
三
〇
日
農
林
水
産

省
令
第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
一
月
四
日
農
林
水
産

省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
農
林
水
産
省
令

第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
七
日
農
林
水
産
省

令
第
一
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
一
日
農
林
水
産

省
令
第
八
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
記

第
１
号
様
式
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
７
条
関
係
）

別記 
第 1 号様式（日本産業規格 A４）（第 7 条関係） 
 

酪農事業施設新設承認申請書 
 

年  月  日 
 

都道府県 知 事 殿 
 

住 所 
氏名又は名称 
及び代表者の 
氏 名          

 
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第 10 条第１項の規定に基づき、酪農事業施設の

新設につき、下記により承認を申請する。 
記 

１ 施設の種類及び設置場所 
２ 施設の設備の種類、型式、能力及び数 
３ 操業の開始予定時期 
４ 予定する集乳区域 
５ その他必要な事項 

（注） 
１ 施設の種類については、第９条の表の上欄に掲げる区分により記載すること。以下

第３号様式までにおいて同じ。 
２ 設備については、第９条の表の下欄に掲げるものによるほか、ボイラー、揚水ポン

プ、冷凍ポンプ、包装機又はれん乳若しくは粉乳充てん機がある場合には、これらについ

ても記載すること。以下第３号様式までにおいて同じ。 
 

第
２
号
様
式
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
８
条
関
係
）

第２号様式（日本産業規格 A４）（第８条関係） 
 

酪農事業施設届出書 
 

年  月  日 
 

都道府県 知 事 殿 
 

住 所 
氏名又は名称 
及び代表者の 
氏 名          

 
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第 11 条の規定に基づき、酪農事業施設につき、

下記のとおり届け出ます。 
記 

１ 施設の種類及び設置場所 
２ 設備の種類、型式、能力及び数 
３ 操業を開始した年月日 
４ 集乳区域 
５ その他必要な事項 
（注） 

 法第 13 条第３項において準用する法第 11 条の規定による届出の場合であつては、

「第 11 条」とあるのは、「第 13 条第３項において準用する同法第 11 条」とする。 
 

第
３
号
様
式
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第1

0

条
の
２
関

係
）

第３号様式（日本産業規格 A４）（第 10 条の２関係） 
 （酪農事業施設を新たに設置する場合） 

酪農事業施設届出書 
年  月  日 

都道府県 知 事 殿 
住 所 
氏名又は名称 
及び代表者の 
氏 名          

 
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第 13 条第１項の規定に基づき、指定地域にお

ける酪農事業施設につき、下記のとおり届け出ます。 
記 

１ 施設の種類及び設置場所 
２ 設備の種類、型式、能力及び数 
３ 操業の開始予定時期 
４ 予定する集乳区域 
５ その他必要な事項 
 

 （酪農事業施設について変更をする場合） 
酪農事業施設届出書 

年  月  日 
都道府県 知 事 殿 

住 所 
氏名又は名称 
及び代表者の 
氏 名          

 
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第 13 条第１項の規定に基づき、指定地域にお

ける酪農事業施設につき、下記のとおり届け出ます。 
記 

１ 変更しようとする施設の種類、型式、能力及び数 
２ 変更の内容 
３ 変更される設備による操業の開始予定時期 
４ 予定する集乳区域の変更 
５ その他必要な事項 
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第
４
号
様
式
（
第1

5

条
関
係
）

第４号様式（第15条関係）

（表面）

写　　真　　を　　は　　り　　付　　け　　る

　第　　　　号

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第25条第2項の規定による

身分証明書

令和 年 月 日

発 行

所 属 庁

氏 名

生年月日

８センチメートル

12
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

（裏面） 

 この証明書を携帯する職員は、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第２５

条第１項の規定により立入検査をする職権を有するものである。 

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律（抄） 

 （報告及び検査） 

第２５条  農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があ

るときは、牛乳又は乳製品の生産、集荷、保管又は販売の事業を行う者からそ

の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しく

は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ

ることができる。 

２   前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を 

携帯し、関係人に提示しなければならない。 

３   第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解してはならない。 

第２８条  第２５条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は

同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、３万円以下の過

料に処する。 
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